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千葉支部

受診までの手続きは？

健診について

＼＼「生活習慣病予防健診」予約方法 ／／

❶受診を希望する健診機関に
予約する

❷健診を受ける

　令和2年度より、協会けんぽへの申込み手続きは不要となりました。
以下の手順で受診していただくようお願いいたします。ご不明な点は協会けんぽのホームページでご確認いただくか、
予約された健診機関までお問い合わせください。

協会けんぽの生活習慣病
予防健診の予約を行いたい
のですが。
受診希望日は○月○日です。

予約の際に伝えることは…

●氏名　●連絡先　●住所　●生年月日および性別
●保険証の保険者番号
●保険証の記号および番号
●健診受診希望日

記号および
番号

保険者番号

受診当日は、保険証を必ず持参
してください。また、健診機関か
らの案内や検便の検査容器など
がある場合はそちらも忘れずに。

○ 健診補助の対象者であるかは『生活習慣病予防健診のご案内』の「健診補助の対象者は？」をご確認ください。

○ 生活習慣病予防健診を利用した『差額人間ドック』については、予約の際に健診機関にお尋ねください。

○ 健診補助対象外の検査をご希望の場合は、予約の際に自費で追加可能かを健診機関にお尋ねください。

予約について
○ 予約前に『生活習慣病予防健診のご案内』をよくお読みください。

○ 予約の際は『保険証』が必要です。資格取得手続き中などの方は保険証がお手元に届いてからご予約ください。

○ 千葉県内の健診機関は『生活習慣病予防健診のご案内』の「健診はどこで受けられる？」でご確認ください。

○ 他の都道府県の健診機関の情報は協会けんぽのホームページでご確認いただけます。

○ 名称が非常に似ている健診機関がありますので、所在地・電話番号等も併せてご確認ください。  

○ 問診票、健診キット、健診結果などのお届け先は予約の際に健診機関へお伝えください。

情報提供サービスはインターネットを利用したサービスです。健診対象者一覧をＣＳＶデータでダウンロードすることがで
き、それを加工（追加で必要な情報の入力や、受診しない対象者を削除等）することで、予約申込者（受診予定者）のエクセ
ルデータを作成し、健診ご担当者さまから健診機関へ予約申込み用データとして提供することができるほか、健診予約・変
更管理や受診状況の管理に活用できます。 ◆作成方法は情報提供サービスのマニュアル（付録）に掲載しています。 ◆情
報提供サービスを利用するには予め申請が必要です。 ◆情報提供サービスの利用方法についての詳細はホームページを
ご覧ください。

健診対象者が多い事業所の健診ご担当者さまへ（50名以上を推奨）

変更等について
○ 受診当日までの間に『保険証の記号・番号』が変更された場合は、速やかに健診機関へご連絡ください。

○ 受診当日までの間に『受診日』や『受診内容』を変更する場合は、速やかに健診機関へご連絡ください。

○ 健診機関を変更する場合は、変更前健診機関へキャンセルを連絡し、改めて変更後健診機関へご予約ください。

○ 止むを得ず健診をキャンセルする場合は、速やかに健診機関へご連絡ください。

○ 変更やキャンセルについては協会けんぽへの連絡は不要です。


